
目
　
　
　
次

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長

井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

別
表
第
一
中

「

六
二

甲
府
市
中
央
二
丁
目
八
番
一
三
号
先

税
務
署
東

五
五
・
八
・
一
一

（
市
道
桜
本
通
線
と
市
道
横
近
習
本
　

告
示

通
線
と
の
交
差
点
）

第
三
五
号

」

を「

六
二

甲
府
市
中
央
二
丁
目
八
番
一
三
号
先

舞
鶴
城
公
園
南

平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

六
八
　

甲
府
市
飯
田
一
丁
目
三
番
一
五
号
先
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
入
口
　

五
四
・
一
二
・
一
九

（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
飯
田
　

告
示

●
線
と
の
交
差
点
）

第
五
一
号

」

を「

六
八
　

甲
府
市
飯
田
一
丁
目
三
番
一
五
号
先
　
山
梨
県
立
大
学
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
と
の

入
口
　

告
示
第
三
二
号

丁
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

一
〇
八
　
甲
府
市
緑
が
丘
一
丁
目
四
番
一
四
号
　
社
会
保
険
事
務
　
平
成
一
七
年
一
二
月
一
日

先
（
県
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
緑
が
　
所
入
口
　

告
示
第
一
〇
五
号

丘
二
号
線
と
市
道
上
木
戸
狐
塚
線
と

の
交
差
点
）

」

を「

一
〇
八
　
甲
府
市
緑
が
丘
一
丁
目
四
番
一
四
号
　
甲
府
年
金
事
務
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

先
（
県
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
と
の
　
所
入
口
　

告
示
第
三
二
号

十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

一
五
九
　
甲
府
市
塩
部
三
丁
目
六
番
一
〇
号
先
　
社
会
保
険
事
務
　
五
九
・
一
一
・
一
五

（
市
道
中
道
線
と
上
木
戸
狐
塚
線
と
　
所
北
　

告
示

の
交
差
点
）

第
五
三
号

一
六
〇
　
甲
府
市
飯
田
三
丁
目
一
〇
番
一
六
号
　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
南

五
五
・
一
〇
・
六

先
（
市
道
飯
田
Ｃ
線
と
飯
田
一
・
Ｂ
　

告
示

線
と
の
交
差
点
）

第
四
一
号

」

を「

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

三
月
二
十
九
日

号
外
第
十
五
号

木　曜　日

（ ）Ｃ



一
五
九
　
甲
府
市
塩
部
三
丁
目
六
番
一
〇
号
先
　
甲
府
年
金
事
務
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

所
北
　

告
示
第
三
二
号

一
六
〇
　
甲
府
市
飯
田
三
丁
目
一
〇
番
一
六
号
　
山
梨
県
立
大
学
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

先
（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
）

北
　

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

二
一
七
　
甲
府
市
千
塚
一
丁
目
三
番
二
四
号
先
　
千
塚
一
丁
目
　

平
四
・
八
・
六

（
県
道
甲
府
敷
島
韮
崎
線
と
市
道
と
　

告
示

の
十
字
路
交
差
点
）

第
三
二
号

」

を「

二
一
七
　
甲
府
市
千
塚
一
丁
目
四
番
一
九
号
先
　
千
塚
一
丁
目
　

平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

（
県
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
と
の
丁
　

告
示
第
三
二
号

字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

三
九
　

東
八
代
郡
中
道
町
上
曽
根
一
、
八
六
　
中
道
北
小
入
口
　
四
七
・
八
・
一
〇

八
番
地
先
（
県
道
甲
府
精
進
湖
線
）

」

を「

三
九
　

甲
府
市
上
曽
根
町
一
、
八
六
八
番
地
　
中
道
北
小
入
口
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

二
八
　

山
梨
市
小
原
西
五
八
三
の
一
（
県
道
　
法
務
局
前
　

五
四
・
六
・
一

山
梨
三
日
市
場
線
と
市
道
山
梨
市
駅
　

告
示
　
第
二
八
号

前
通
り
線
と
の
交
差
点
）

」

を「

二
八
　

山
梨
市
小
原
西
五
八
三
番
地
一
先（

ハ
ナ
ミ
ズ
キ
通
　
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

県
道
三
日
市
場
南
線
と
市
道
と
の
十
　
り
西
　

告
示
第
三
二
号

字
路
交
差
点
）

」

に
、

「

二
　

東
山
梨
郡
勝
沼
町
勝
沼
三
、
〇
一
二
　
勝
沼
中
学
校
入
　
四
二
・
九
・
二
五

番
地
先
（
国
道
二
〇
号
線
）

口

」

を「

二
　

削
除
　

平
成
二
四
年
三
月
二
九
日

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「

二
三
　
　
市
　
道
●
甲
府
市
宝
二
丁
目
二
七
●
車
　
両
●
日
曜
、
●
甲
府
●
平
四
・
三
・
五
●
●

相
川
東

番
一
四
号
先
（
荒
川
橋

（
二
輪

休
日
を

第
七
号

線
　

東
詰
交
差
点
）
か
ら
甲
　
・
軽
車
　
除
く
七

府
市
宝
二
丁
目
一
一
番
　
両
を
除
　
時
か
ら

一
五
号
先
（
相
川
二
の
　
く
）

九
時
ま

橋
東
詰
）
ま
で
（
三
五
　

で
一
三

〇
メ
ー
ト
ル
）

時
か
ら

一
六
時

ま
で

」

を「

二
三
　

市
道

甲
府
市
宝
二
丁
目
二
六
　
車
両
（

日
曜
、

甲
府

平
成
二
四
年
三
月
二

番
二
二
号
先
（
中
橋
東
　
二
輪
、

休
日
を

九
日

側
交
差
点
）
か
ら
甲
府
　
軽
車
両
　
除
く
七
　

告
示
第
三
二
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二



市
宝
二
丁
目
一
一
番
一
　
を
除
く
　
時
か
ら

六
号
先
（
相
川
二
の
橋
　
。）

九
時
ま

東
詰
）
ま
で
（
一
九
〇
　

で
及
び

メ
ー
ト
ル
）

一
三
時

か
ら
一

六
時
ま

で

」

に
、

「

四
三
六
　
町
　
道
　
東
八
代
郡
中
道
町
下
曽
　
車
　
両
　
七
時
か

南
甲

五
四
・
一
一
・
一
七

上
八
田
　
根
三
七
三
の
二
後
藤
喜
　
（
農
耕
　
ら
九
時
　
府
　

四
八
号

ズ
リ
切
　
代
造
所
有
畑
先
か
ら
東
　
作
業
用
　
ま
で

線
　

八
代
郡
中
道
町
下
曽
根
　
車
を
除

一
、
一
七
八
番
地
後
藤
　
く
。）

祇
煕
所
有
畑
先
ま
で

（
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「

四
三
六
　
市
道
　

甲
府
市
下
曽
根
町
一
、

車
両
（

七
時
か
　
南
甲

平
成
二
四
年
三
月
二

一
五
二
番
地
先
（
丁
字
　
農
耕
作
　
ら
九
時
　
府
　

九
日

路
交
差
点
）
か
ら
甲
府
　
業
用
自
　
ま
で
　

告
示
第
三
二
号

市
下
曽
根
町
一
、
三
九
　
動
車
、

〇
番
地
一
先
（
国
道
一
　
軽
車
両

四
〇
号
と
の
丁
字
路
交
　
を
除
く

差
点
）
ま
で
（
三
七
〇
　
。）

メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「

三
六
五
●
市
●
道
●
甲
府
市
宝
二
丁
目
二
七
番
●
車
●
両
●
車
両
進
行
●
甲
府
●
平
九
・
二
・
二

相
川
左
　
一
二
号
先
（
立
川
方
）
か
　
（
軽
車
　
南
か
ら
北
　

七

岸
線
　

ら
甲
府
市
宝
二
丁
目
二
七
　
両
を
除

へ
　

告
示

番
一
四
号
先
（
相
川
第
三
　
く
。）

終
　
　
日
　

第
一
六
号

之
橋
東
詰
）
ま
で

（
三
七
メ
ー
ト
ル
）

」

を「

三
六
五
　
削
除
　

甲
府

平
成
二
四
年
三

月
二
九
日

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「

二
四
一
　
市
道
　

甲
府
市
小
瀬
町
一
番
地
　
東
進
す
　
土
曜
、

南
甲
府
●
平
成
二
三
年
一
二

先
（
市
道
同
士
の
三
差
　
る
車
両
　
日
曜
、

月
一
五
日

路
交
差
点
）

（
軽
車
　
休
日
を
　

告
示
第
一
二
四
号

両
を
除
　
除
く
七

く
。）

時
三
〇

分
か
ら

八
時
三

〇
分
ま

で

」

を「

二
四
一
　
市
道
　

甲
府
市
小
瀬
町
一
番
地
　
東
進
す

土
曜
、

南
甲
府

平
成
二
三
年
一
二

先
（
市
道
同
士
の
三
差
　
る
車
両
　
日
曜
、

月
一
五
日

路
交
差
点
）

（
軽
車
　
休
日
を

告
示
第
一
二
四
号

両
を
除
　
除
く
七

く
。）

時
三
〇

分
か
ら

八
時
三

〇
分
ま

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

三



で

二
四
二
　
県
道
甲

中
央
市
布
施
二
、
五
九
　
北
進
す

七
時
か
　
南
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

府
市
川
　
八
番
地
先
（
田
富
中
学
　
る
車
両

ら
九
時

二
九
日

三
郷
線
　
校
南
東
角
交
差
点
）

ま
で

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「

四
四
三
　
国
道
二
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
　
北
進
す
　
終
日

韮
崎
　

平
成
一
五
年
一
二

〇
号
　

井
二
、
九
九
九
番
地
先
　
る
車
両
　

月
一
八
日

（
場
外
車
券
場
南
側
丁
　

告
示
第
八
八
号

字
路
交
差
点
）

四
四
四
　
町
道
南
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
　
西
進
す
　
終
日

韮
崎
　

平
成
一
五
年
一
二

原
線
　

井
二
、
九
九
九
番
地
先
　
る
車
両
　

月
一
八
日

（
場
外
車
券
場
南
側
丁
　

告
示
第
八
八
号

字
路
交
差
点
）

」

を「

四
四
三
　
削
除
　

韮
崎

平
成
二
四
年
三
月

二
九
日

告
示
第
三
二
号

四
四
四
　
市
道
　

甲
斐
市
下
今
井
二
、
九
　
南
進
す
　
終
日
　

韮
崎
　

平
成
二
四
年
三
月

九
九
番
地
先
（
国
道
二
　
る
車
両
　

二
九
日

〇
号
と
転
回
路
と
の
交
　

告
示
第
三
二
号

差
点
）

」

に
、

「

五
二
六
　
県
道
甲
　
甲
斐
市
西
八
幡
四
、
四
　
南
進
す
　
終
日
　

韮
崎
　

平
成
二
四
年
二
月

府
南
ア
　
二
七
番
地
一
先
（
開
国
　
る
車
両
　

一
六
日

ル
プ
ス
　
橋
東
詰
交
差
点
左
折
導
　

告
示
第
一
六
号

線
　

流
部
）

」

を「

五
二
六
　
県
道
甲
　
甲
斐
市
西
八
幡
四
、
四
　
南
進
す
　
終
日
　

韮
崎
　

平
成
二
四
年
二
月

府
南
ア
　
二
七
番
地
一
先
（
開
国
　
る
車
両
　

一
六
日

ル
プ
ス
　
橋
東
詰
交
差
点
左
折
導
　

告
示
第
一
六
号

線
　

流
部
）

五
二
七
　
県
道
甲
　
中
央
市
布
施
二
、
五
二
　
南
進
す
　
七
時
か
　
南
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

府
市
川
　
五
番
地
一
先
（
田
富
中
　
る
車
両
　
ら
九
時
　

二
九
日

三
郷
線
　
学
校
南
東
角
交
差
点
）

ま
で
　

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「

二
、
二
六
五
●
県
●
道
●
東
八
代
郡
中
道
町
下
曽
根
四
一
一
の
●
一

南
甲
●
五
三
・
一
〇
・
九

甲
府
精
　
一
後
藤
喜
彦
方
畑
　

府
　

三
八
号

進
湖
線

」

を「

二
、
二
六
五
　
国
道
三

甲
府
市
下
曽
根
町
五
七
一
番
地
先
（

三

南
甲

平
成
二
四
年
三
月

五
八
号
　
笛
南
中
通
学
路
交
差
点
）

府
　

二
九
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

二
、
三
三
七

県
　
道

甲
府
市
千
塚
一
丁
目
四
番
一
七
号
先

一

甲
府

五
四
・
八
・
一
〇

甲
府
、

河
島
電
気
北
側
　

三
七
号

敷
島
、

韮
崎
線

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

四



を「

二
、
三
三
七
　
県
道
甲
　
甲
府
市
千
塚
三
丁
目
三
番
四
一
号
先
　
三
　
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

府
韮
崎
　
（
千
塚
一
丁
目
交
差
点
）

二
九
日

線
　

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

二
、
五
三
四
　
市
　
道

甲
府
市
飯
田
五
丁
目
四
四
番
先

一

甲
府

五
五
・
一
二
・
一

沓
掛
明
久
方
前
　

二五
九
号

」

を「

二
、
五
三
四
　
削
除
　

甲
府

平
成
二
四
年
三
月

二
九
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

四
、
五
三
六
　
県
　
道

中
巨
摩
郡
櫛
形
町
沢
登
六
〇
七
番
地

三

小
笠

平
一
一
・
一
一
・

一
一
号
　
先
　

原
　

八

線
　

（
町
道
十
五
所
七
号
線
等
と
の
十
字
　

告
示

路
交
差
点
）

第
四
二
号

」

を「

四
、
五
三
六
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
九
七
七
番
地
先
　
四
　
南
ア

平
成
二
四
年
三
月

（
南
ア
ル
プ
ス
市
消
防
本
部
北
西
角
　

ル
プ
　
二
九
日

十
字
路
交
差
点
）

ス
　

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

五
、
三
九
八
　
県
道
富
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
長
浜
一
、

二
　
富
士

平
成
二
四
年
二
月

士
河
口
　
三
三
三
番
地
三
先
（
県
道
富
士
河
口
　

吉
田
　
一
六
日

湖
精
進
　
湖
精
進
線
と
県
道
青
木
ヶ
原
船
津
線
　

告
示
第
一
六
号

線
　

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

県
道
青

木
ヶ
原

船
津
線

」

を「

五
、
三
九
八
　
県
道
富
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
長
浜
一
、

二
　
富
士
　
平
成
二
四
年
二
月

士
河
口
　
三
三
三
番
地
三
先
（
県
道
富
士
河
口
　

吉
田
　
一
六
日

湖
精
進
　
湖
精
進
線
と
県
道
青
木
ヶ
原
船
津
線
　

告
示
第
一
六
号

線
　

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

県
道
青

木
ヶ
原

船
津
線

五
、
三
九
九
　
市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
七
番
四
七
号
先

一
　
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

二
九
日

告
示
第
三
二
号

五
、
四
〇
〇
　
市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
七
番
一
六
号
先

一
　
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
と
甲
府
水
道
道
と
の
十
字
路
　

二
九
日

交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

五
、
四
〇
一
　
市
道

甲
府
市
塩
部
三
丁
目
一
番
一
号
先（

二

甲
府

平
成
二
四
年
三
月

県
道
甲
府
昇
仙
峡
線
と
市
道
と
の
十
　

二
九
日

字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

五
、
四
〇
二

市
道

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
四
六
五
番
地
　
一

韮
崎

平
成
二
四
年
三
月

一
先
（
県
営
住
宅
韮
崎
穂
坂
団
地
北
　

二
九
日

東
角
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
三
二
号

五
、
四
〇
三
　
市
道

韮
崎
市
藤
井
町
北
下
條
二
、
五
三
一

一

韮
崎

平
成
二
四
年
三
月

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

五



番
地
先
（
韮
崎
中
央
公
園
南
東
角
交
　

二
九
日

差
点
）

告
示
第
三
二
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
中

「

六
●
●
●
国
道
二
●
甲
斐
市
下
今
井
二
、
●
二
五
、
〇
七
●
車
両
●
●
終
日
●
南
甲
●
平
成
二
二

〇
号
　

九
六
四
番
地
一
先
（

〇
　

府
　

年
一
一
月

そ
ば
奥
藤
竜
王
店
前
　

韮
崎
　
一
五
日

）
か
ら
甲
州
市
勝
沼
　

笛
吹
　
告
示
第
一

町
勝
沼
二
、
二
六
二
　

日
下
　
一
六
号

番
地
先
（
柏
尾
交
差
　

部

点
）
ま
で
の
上
下
線

」

を「

六
　

国
道
二
　
甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
　
二
五
、
二
九
　
車
両

終
日
　
南
甲
　
平
成
二
四

〇
号
　

二
、
二
六
二
番
地
先
　
〇
　

府

年
三
月
二

（
柏
尾
交
差
点
）
か
　

韮
崎
　
九
日

ら
甲
斐
市
下
今
井
三
　

笛
吹
　
告
示
第
三

、
〇
五
八
番
地
四
先
　

日
下
　
二
号

（
南
原
交
差
点
）
ま
　

部

で
の
上
下
線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「

二
一
八

県
　
道

甲
府
市
太
田
町
二
五

九
、
二
五
〇

高
速
車

四
〇

甲
府

六
三
・
三

甲
府
八
　
番
七
号
先
（
秋
山
生
　

中
速
車
　

石
和

・
三
一

代
線
　

花
店
西
交
差
点
）
か
　

第
一
〇
号

塩
山
市
　
ら
東
八
代
郡
御
坂
町

川
大
門
　
栗
合
一
七
九
番
地
の

線
　

一
先
（
栗
合
交
差
点

）
ま
で

」

を「

二
一
八
　
県
道
甲
　
甲
府
市
太
田
町
二
五
　
五
、
九
〇
〇
　
車
両
（

四
〇

南
甲
　
平
成
二
四

府
笛
吹

番
地
七
先
（
太
田
町

原
付
・

府

年
三
月
二

線
　

南
交
差
点
）
か
ら
笛
　

け
ん
引
　

笛
吹

九
日

吹
市
石
和
町
小
石
和
　

②
③
を
　

告
示
第
三

二
八
九
番
地
一
先
（

除
く
。

二
号

蛍
見
橋
西
詰
交
差
点

）

）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

四
四
一
　
県
　
道
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
竜
　
一
〇
、
〇
〇
　
高
速
車
　
四
十
　
南
甲
　
五
四
・
二

芦
倉
竜
　
王
一
、
九
九
五
番
地
　
〇
　

中
速
車
　

府
　

・
一
六

王
線
　

先
（
国
道
二
〇
号
線
　

小
笠
　
八
号

と
の
交
差
点
）
か
ら
　

原

中
巨
摩
郡
白
根
町
駒

場
駒
沢
橋
西
詰
ま
で

」

を「

四
四
一
　
県
道
甲
　
南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
　
七
、
三
八
五
　
車
両
（

四
〇
　
南
ア
　
平
成
二
四

斐
芦
安
　
島
一
、
八
四
五
番
地
　

原
付
・

ル
プ

年
三
月
二

線
　

先
（
野
牛
島
交
差
点
　

け
ん
引

ス

九
日

）
か
ら
南
ア
ル
プ
ス

②
③
を
　

告
示
第
三

市
駒
場
八
〇
番
地
先
　

除
く
。

二
号

（
駒
沢
橋
西
詰
）
ま
　

）

で
の
両
側

」

に
、

「

四
九
一
　
市
　
道
　
甲
府
市
宝
二
丁
目
一
　
三
五
〇

車
　
両
　
二
十
　
甲
府
　
五
二
・
一

相
　
川
　
一
番
一
五
号
先
（
輿
　

二
・
一
二

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

六



東
　
線

石
謙
方
）
か
ら
甲
府
　

四
四
号

市
宝
二
丁
目
二
七
番

一
四
号
先
（
幸
運
堂

前
）
ま
で

」

を「

四
九
一

市
道
　

甲
府
市
宝
二
丁
目
二
　
一
九
〇
　

車
両
　

二
〇
　
甲
府
　
平
成
二
四

六
番
二
二
号
先
（
中
　

年
三
月
二

橋
東
側
交
差
点
）
か
　

九
日

ら
甲
府
市
宝
二
丁
目
　

告
示
第
三

一
一
番
一
五
号
先
（

二
号

相
川
二
の
橋
東
詰
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

六
〇
六
　
国
道
二
　
甲
斐
市
下
今
井
三
、

一
、
五
九
〇
　
車
両
（

五
〇

韮
崎
　
平
成
二
二

〇
号
　

〇
〇
一
番
地
先
（
甲
　

原
付
・
　

年
一
一
月

州
ほ
う
と
う
小
作
双
　

け
ん
引
　

一
五
日

葉
バ
イ
パ
ス
店
前
）

①
②
③
　

告
示
第
一

か
ら
甲
斐
市
下
今
井
　

を
除
く
　

一
六
号

一
、
八
四
五
番
地
先
　

。）

（
下
今
井
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

を「

六
〇
六
　
国
道
二
　
甲
斐
市
下
今
井
三
、

一
、
三
七
〇
　
車
両
（

五
〇

韮
崎

平
成
二
四

〇
号
　

〇
五
八
番
地
四
先
（

原
付
・
　

年
三
月
二

南
原
交
差
点
）
か
ら
　

け
ん
引
　

九
日

甲
斐
市
下
今
井
一
、

①
②
③
　

告
示
第
三

八
四
五
番
地
先
（
下
　

を
除
く
　

二
号

今
井
交
差
点
）
ま
で
　

。）

の
両
側

」

に
、

「

六
五
二
　
県
　
道

甲
府
市
東
光
寺
三
丁

一
〇
、
四
〇

車
両

四
〇

甲
府

平
成
一
三

甲
府
敷

目
一
三
番
二
五
号
先

〇

（
原
付

韮
崎

年
三
月
一

島
韮
崎
　
（
善
光
寺
交
差
点
）

・
け
ん
　

日

線
　

か
ら
　

引
②
③
　

告
示
第
九

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
　

を
除
く
　

号

今
井
五
五
一
番
地
の
　

。）

一
先
（
下
今
井
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「

六
五
二
　
県
道
甲
　
甲
府
市
東
光
寺
三
丁
　
九
、
九
三
〇
　
車
両
（

四
〇
　
甲
府
　
平
成
二
四

府
韮
崎
　
目
七
番
三
七
号
先
（

原
付
・

韮
崎

年
三
月
二

線
　

こ
ど
も
の
国
入
口
交
　

け
ん
引
　

九
日

差
点
）
か
ら
甲
斐
市
　

②
③
を
　

告
示
第
三

下
今
井
五
五
一
番
地
　

除
く
。

二
号

一
先
（
下
今
井
交
差
　

）

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

六
七
九
　
国
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
色
　
二
、
三
〇
〇
　
高
速
車
　
五
〇
　
富
士
　
六
二
・
三

一
三
九

村
富
士
ヶ
嶺
一
、
四

中
速
車

吉
田

・
一
二

号
線
　

二
三
番
地
先
（
静
岡
　

一
一
号

県
境
建
設
省
富
士
市

起
点
３６
・
６
キ
ロ
ポ

ス
ト
地
点
）
か
ら
西

八
代
郡
上
九
一
色
村

本
栖
二
一
八
番
地
の

一
三
五
先
（
建
設
省

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

七



富
士
市
起
点
３８
・
９

キ
ロ
ポ
ス
ト
地
点
）

ま
で

六
八
〇
　
国
　
道
　
西
八
代
郡
上
九
一
色

一
〇
、
九
〇

高
速
車
　
五
〇

富
士
　
六
三
・
一

一
三
九
　
村
本
栖
地
内
（
日
石

〇

中
速
車

吉
田
　
一
・
一
〇

号
線

、
本
栖
給
油
所
）
か
　

第
二
八
号

ら
南
都
留
郡
鳴
沢
村

地
内
（
緑
の
休
暇
村

入
口
）
ま
で

」

を「

六
七
九
　
国
道
一
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
一
四
、
六
五
　
車
両
（

五
〇

富
士
　
平
成
二
四

三
九
号

湖
町
富
士
ヶ
嶺
一
、

五
　

原
付
・

吉
田

年
三
月
二

四
二
三
番
地
先
（
静
　

け
ん
引
　

九
日

岡
県
境
）
か
ら
南
都
　

①
②
③
　

告
示
第
三

留
郡
鳴
沢
村
八
、
五
　

を
除
く
　

二
号

三
二
番
地
五
先
（
富
　

。）

士
緑
の
休
暇
村
入
口

）
ま
で
の
両
側

六
八
〇
　
削
除
　

富
士
　
平
成
二
四

吉
田
　
年
三
月
二

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

六
八
八
　
町
　
道
　
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
小

一
、
二
〇
〇
　
高
速
車
　
四
十
　
小
笠
　
五
五
・
一

滝
沢
通
　
笠
原
三
六
五
番
地
の

中
速
車
　

原
　

〇
・
六

り
線
　

一
先
（
国
道
五
二
号
　

四
一
号

線
と
の
交
差
部
）
か

ら
中
巨
摩
郡
櫛
形
町

小
笠
原
地
内
宮
地
橋

南
詰
ま
で

」

を「

六
八
八
　
削
除
　

南
ア
　
平
成
二
四

ル
プ
　
年
三
月
二

ス
　

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

七
〇
三
　
国
　
道

西
八
代
郡
上
九
一
色
　
二
、
〇
〇
〇
　
高
速
車
　
四
〇
　
富
士
　
六
三
・
一

一
三
九
　
村
富
士
ヶ
嶺
地
内
（

中
速
車

吉
田
　
一
・
一
〇

号
線
　

建
設
省
道
標
三
八
・
　

第
二
八
号

九
キ
ロ
ポ
ス
ト
）
か

ら
西
八
代
郡
上
九
一

色
村
本
栖
地
内
（
日

石
、
本
栖
給
油
所
前

）
ま
で

」

を「

七
〇
三
　
削
除
　

富
士
　
平
成
二
四

吉
田
　
年
三
月
二

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

七
三
六
　
県
道
敷
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
　
一
、
八
〇
〇

車
両
（

五
〇

南
甲
　
平
成
一
四

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

八



島
田
富
　
喰
字
村
西
一
、
二
四
　

原
付
・
　

府

年
五
月
三

線
　

六
番
地
の
一
先
（
釜
　

け
ん
引
　

〇
日

無
工
業
団
地
入
口
交
　

②
③
を
　

告
示
第
二

差
点
）
か
ら
中
巨
摩
　

除
く
。

八
号

郡
竜
王
町
玉
川
三
、

）

六
六
八
番
地
先
（
竜

王
西
小
学
校
北
交
差

点
）
ま
で

」

を「

七
三
六
　
県
道
甲
　
甲
斐
市
西
八
幡
二
、

二
、
四
二
五
　
車
両
（

五
〇
　
南
甲
　
平
成
二
四

斐
中
央
　
四
六
一
番
地
一
先（

原
付
・

府
　

年
三
月
二

線
　

玉
幡
小
学
校
入
口
交

け
ん
引
　

韮
崎
　
九
日

差
点
）
か
ら
中
巨
摩
　

①
②
③
　

告
示
第
三

郡
昭
和
町
飯
喰
一
、

を
除
く
　

二
号

二
四
六
番
地
一
先
（

。）

釜
無
工
業
団
地
入
口

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「

七
五
二
　
県
　
道
　
南
都
留
郡
足
和
田
村
　
八
、
二
〇
〇

高
速
車
　
四
〇

富
士
　
五
六
・
九

河
口
湖
　
長
浜
九
二
七
番
地
先
　

中
速
車

吉
田
　
・
九

上
九
一
　
（
外
川
商
店
前
交
差
　

五
〇
号

色
線
　

点
）
か
ら
南
都
留
郡

河
口
湖
町
河
口
一
、

一
〇
八
番
地
先
（
河

口
交
差
点
）
ま
で

」

を「

七
五
二
　
県
道
富
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
七
、
七
五
〇

車
両（

四
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

士
河
口
　
湖
町
長
浜
二
、
二
五

原
付
・

吉
田

年
三
月
二

湖
精
進
　
四
番
地
一
先
（
中
村
　

け
ん
引
　

九
日

線
　

川
橋
北
詰
）
か
ら
南
　

②
③
を
　

告
示
第
三

都
留
郡
富
士
河
口
湖
　

除
く
。

二
号

町
河
口
一
、
六
六
二
　

）

番
地
先
（
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

七
八
八
　
市
　
道
　
甲
府
市
北
新
一
丁
目
　
三
二
四

車
　
両

二
〇

甲
府

五
六
・
一

北
新
一
　
一
番
一
四
号
先
（
石
　

二
・
七

号
線
　

井
方
前
）
か
ら
　

五
九
号

甲
府
市
北
新
一
丁
目

三
番
（
市
営
竜
雲
荘

六
号
館
東
側
）
ま
で

七
八
九
　
そ
の
他
　
甲
府
市
北
新
一
丁
目
　
四
五
〇
　

車
　
両

二
〇
　
甲
府

五
六
・
一

の
道
路
　
五
番
（
市
立
北
新
小
　

二
・
七

学
校
校
庭
南
西
角
）

五
九
号

か
ら
甲
府
市
北
新
一

丁
目
七
番
九
号
（
自

衛
隊
山
梨
地
方
連
絡

部
）
ま
で

」

を「

七
八
八
　
市
道
　

甲
府
市
北
新
二
丁
目
　
三
四
五

車
両

二
〇

甲
府
　
平
成
二
四

三
番
一
号
先
（
丁
字
　

年
三
月
二

路
交
差
点
）
か
ら
甲
　

九
日

府
市
北
新
一
丁
目
一
　

告
示
第
三

番
一
三
号
先
（
甲
府
　

二
号

財
務
事
務
所
か
わ
せ

み
寮
北
東
角
交
差
点

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

九



）
ま
で
の
両
側

七
八
九
　
市
道
　

甲
府
市
北
新
一
丁
目
　
三
三
〇

車
両

二
〇

甲
府

平
成
二
四

七
番
九
号
先
（
自
衛
　

年
三
月
二

隊
山
梨
地
方
協
力
本
　

九
日

部
南
東
角
丁
字
路
交
　

告
示
第
三

差
点
）
か
ら
甲
府
市
　

二
号

北
新
一
丁
目
六
番
一

〇
号
先
（
北
新
消
防

会
館
南
東
角
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「

八
〇
六
　
金
川
曽
　
東
八
代
郡
境
川
村
藤
　
二
、
〇
〇
〇

車
　
両

三
〇
　
石
和
　
五
七
・
二

根
広
域
　
垈
四
八
四
四
番
地
の
　

南
甲
　
・
一
五

農
道
　

二
先
（
金
刀
比
羅
橋

府
　

七
号

北
詰
）
か
ら
東
八
代

郡
中
道
町
心
経
寺
地

内
（
心
経
寺
橋
南
詰

）
ま
で

」

を「

八
〇
六
　
削
除
　

南
甲
　
平
成
二
四

府
　

年
三
月
二

笛
吹
　
九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

八
一
二
　
林
　
道
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
　
四
、
八
三
〇
　
高
速
車

四
〇
　
富
士
　
平
三
・
九

剣
丸
尾
　
船
津
字
剣
丸
尾
六
、

中
速
車

吉
田
　
・
三
〇

線
　

六
六
三
番
地
の
一
先
　

第
二
四
号

私
　
道
　
（
ス
バ
ル
立
体
交
差

富
士
観
　
点
）
か
ら
南
都
留
郡

光
開
発
　
河
口
湖
町
船
津
字
三

管
理
用
　
の
段
六
、
六
六
二
番

道
路
　

地
の
一
先
（
育
樹
祭

会
場
入
口
交
差
点
）

ま
で

」

を「

八
一
二
　
林
道
剣
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
四
、
八
三
〇
　
車
両
（

五
〇

富
士
　
平
成
二
四

丸
尾
線
　
湖
町
船
津
六
、
六
六

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

三
番
地
一
九
先
（
ス
　

け
ん
引
　

九
日

バ
ル
ラ
イ
ン
入
口
交
　

①
②
③
　

告
示
第
三

差
点
）
か
ら
南
都
留
　

を
除
く
　

二
号

郡
富
士
河
口
湖
町
船
　

。）

津
六
、
六
〇
三
番
地

先
（
船
津
公
園
墓
地

富
士
の
里
入
口
十
字

路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

九
二
一
　
県
　
道
　
南
都
留
郡
鳴
沢
村
八
　
一
二
、
六
〇
　
車
　
両

四
〇

富
士
　
五
八
・
九

富
士
宮
　
五
三
二
番
地
の
二
三
　
〇
　

高
速
車
　

吉
田
　
・
八

鳴
沢
線
　
（
河
口
湖
消
防
署
西
　

中
速
車
　

五
二
号

部
出
張
所
）
か
ら
西

八
代
郡
上
九
一
色
村

富
士
ヶ
嶺
三
六
九
番

地
先
県
境
ま
で
の
間

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
〇



を「

九
二
一
　
県
道
富
　
南
都
留
郡
富
士
河
口

二
、
六
八
〇

車
両
（

四
〇

富
士
　
平
成
二
四

士
宮
鳴
　
湖
町
富
士
ヶ
嶺
一
、

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

沢
線
　

二
二
五
番
地
先
（
豊
　

け
ん
引
　

九
日

茂
小
学
校
東
交
差
点
　

②
③
を
　

告
示
第
三

）
か
ら
南
都
留
郡
富
　

除
く
。

二
号

士
河
口
湖
町
富
士
ヶ
　

）

嶺
三
六
九
番
地
先
（

静
岡
県
境
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

九
八
〇
　
町
　
道
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
　
四
、
八
五
〇
　
高
速
車
　
四
〇
　
富
士
　
五
九
・
九

船
津
登
　
船
津
一
、
五
二
一
番
　

中
速
車

吉
田
　
・
一
〇

山
道
　

地
先
（
東
京
電
力
河
　

四
三
号

口
湖
変
電
所
先
）
か

ら
南
都
留
郡
河
口
湖

町
船
津
六
、
六
六
二

番
地
の
一
一
先
（
剣

丸
尾
林
道
と
の
交
差

点
）
ま
で

」

を「

九
八
〇
　
町
道
船
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
一
、
一
四
〇
　
車
両
（

四
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

津
登
山
　
湖
町
船
津
三
、
四
三
　

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

道
　

四
番
地
四
先
（
河
口
　

け
ん
引
　

九
日

湖
変
電
所
前
交
差
点
　

②
③
を
　

告
示
第
三

）
か
ら
南
都
留
郡
富
　

除
く
。

二
号

士
河
口
湖
町
船
津
二
　

）

、
九
八
六
番
地
先
（

ス
テ
ラ
シ
ア
タ
ー
入

口
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

一
、
〇
　
市
　
道

富
士
吉
田
市
松
山
一
　
四
、
四
五
〇
　
高
速
車
　
四
〇
　
富
士
　
六
〇
・
一

八
五
　

昭
和
大
　
、
三
八
四
番
地
先
（

中
速
車

吉
田
　
二
・
一
二

学
通
り
　
昭
和
大
学
入
口
交
差
　

四
七
号

線
　

点
）
か
ら
富
士
吉
田

市
上
吉
田
六
、
五
〇

一
番
地
の
一
先
（
県

道
富
士
上
吉
田
線
と

の
交
差
点
）
ま
で

」

を「

一
、
〇
　
市
道

富
士
吉
田
市
松
山
一
　
四
、
四
五
〇
　
車
両
（

五
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

八
五

、
三
八
四
番
地
二
先
　

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

（
昭
和
大
学
入
口
交
　

け
ん
引
　

九
日

差
点
）
か
ら
富
士
吉
　

①
②
③
　

告
示
第
三

田
市
上
吉
田
六
、
五
　

を
除
く
　

二
号

〇
一
番
地
一
先
（
県
　

。）

道
富
士
上
吉
田
線
と

の
丁
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
一
　
県
　
道
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
　
五
六
〇

高
速
車
　
四
〇
　
富
士
　
六
一
・
一

三
四
　

富
士
北
　
船
津
字
剣
丸
尾
六
、

中
速
車

吉
田
　
〇
・
一
六

麓
公
園
　
六
六
三
番
地
の
一
先
　

三
七
号

線
　

（
ス
バ
ル
ラ
イ
ン
と

の
交
差
点
）
か
ら
富

士
吉
田
市
上
吉
田
五

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
一



、
六
〇
一
番
地
の
一

先
（
市
道
昭
和
大
学

通
り
線
と
の
交
差
点

）
ま
で

」

を「

一
、
一
　
県
道
富
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
　
九
九
〇

車
両
（

五
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

三
四
　

士
北
麓
　
五
、
五
九
七
番
地
一

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

公
園
線
　
先
（
福
沢
橋
東
詰
丁
　

け
ん
引

九
日

町
道

字
路
交
差
点
）
か
ら
　

①
②
③

告
示
第
三

南
都
留
郡
富
士
河
口
　

を
除
く
　

二
号

湖
町
船
津
六
、
六
六
　

。）

二
番
地
一
先
（
林
道

剣
丸
尾
線
と
の
変
則

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「

一
、
二
　
県
　
道
　
中
巨
摩
郡
甲
西
町
東
　
一
、
四
〇
〇
　
車
　
両
　
四
〇

小
笠
　
平
一
一
・

三
七
　

荊
沢
市
　
南
湖
七
七
三
番
地
の

（
原
付

原
　

一
一
・
八

川
大
門
　
二
先
（
三
郡
橋
北
交
　

・
け
ん

鰍
沢
　
告
示

線
　

差
点
）
か
ら
南
巨
摩
　

引
②
③
　

第
四
二
号

町
　
道
　
郡
増
穂
町
長
沢
二
、

を
除
く

甲
西
増
　
一
一
五
番
地
の
一
先
　

。）

穂
線

（
斉
藤
金
蔵
方
北
側

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

一
、
二
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
東
南

三
、
一
五
〇
　
車
両
（

五
〇

南
ア
　
平
成
二
四

三
七
　

町
道
　

湖
八
〇
八
番
地
先（

原
付
・

ル
プ
　
年
三
月
二

三
郡
橋
北
交
差
点
）

け
ん
引

ス
　

九
日

か
ら
南
巨
摩
郡
富
士
　

①
②
③

鰍
沢
　
告
示
第
三

川
町
舂
米
一
二
六
番
　

を
除
く
　

二
号

地
先
（
下
田
蛍
橋
南
　

。）

側
丁
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
三
　
町
　
道
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
　
八
〇
〇
　

高
速
車
　
四
〇

南
甲
　
平
二
・
一

二
〇
　

条
一
、
九
五
六
番
地

中
速
車

府
　

〇
・
一
五

の
八
先
（
昭
和
水
源
　

第
二
七
号

地
交
差
点
）
か
ら
中

巨
摩
郡
昭
和
町
西
条

新
田
六
七
一
番
地
の

一
先
（
ア
ル
プ
ス
通

り
と
の
交
差
点
）
ま

で

一
、
三
　
町
　
道
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
　
六
五
〇

高
速
車
　
五
〇
　
南
甲
　
平
二
・
一

二
一
　

条
一
、
五
一
四
番
地
　

中
速
車

府
　

〇
・
一
五

先
（
昭
和
バ
イ
パ
ス
　

第
二
七
号

・
昭
和
水
源
地
入
口

交
差
点
）
か
ら
中
巨

摩
郡
昭
和
町
西
条
一

、
九
五
六
番
地
の
八

先
（
昭
和
水
源
地
交

差
点
）
ま
で

」

を「

一
、
三

削
除
　

南
甲
　
平
成
二
四

二
〇
　

府
　

年
三
月
二

九
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
二



告
示
第
三

二
号

一
、
三
　
町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
　
一
、
四
〇
〇

車
両（

五
〇

南
甲

平
成
二
四

二
一
　

条
一
、五
一
四
番
地
先

原
付
・

府
　

年
三
月
二

（
昭
和
水
源
入
口
交
　

け
ん
引
　

九
日

差
点
）
か
ら
中
巨
摩
　

①
②
③

告
示
第
三

郡
昭
和
町
西
条
二
、

を
除
く
　

二
号

七
一
〇
番
地
一
先
（

。）

甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ
西
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
三
　
町
　
道
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
　
四
七
九

高
速
車
　
四
〇
　
富
士
　
平
二
・
一

三
七
　

胎
内
線
　
船
津
字
三
の
段
六
、

中
速
車

吉
田
　
〇
・
一
五

六
六
二
番
地
の
一
先
　

第
二
七
号

（
町
道
船
津
登
山
道

線
と
の
交
差
点
）
か

ら
南
都
留
郡
河
口
湖

町
船
津
字
剣
丸
尾
六

、
六
六
三
番
地
の
一

先
（
ス
バ
ル
ラ
イ
ン

と
の
交
差
点
）
ま
で

」

を「

一
、
三
　
削
除
　

富
士
　
平
成
二
四

三
七
　

吉
田
　
年
三
月
二

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

一
、
四
　
県
道

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大

五
四
〇

車
両

四
〇

鰍
沢
　
平
九
・
八

四
七
　

増
穂
若
　
椚
二
四
八
番
地
の
一

（
原
付

・
一
四

草
線
　

先
（
大
椚
交
差
点
）

・
け
ん
　

告
示

か
ら
南
巨
摩
郡
増
穂

引
②
③
　

第
四
一
号

町
長
沢
一
、
〇
一
七
　

を
除
く

番
地
の
一
先
（
国
道
　

。）

五
二
号
と
の
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
四
　
町
道
青
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
　
二
、
一
七
五
　
車
両
（

四
〇
　
鰍
沢
　
平
成
一
六

四
八
　

柳
長
沢
　
柳
町
二
、
三
九
五
番

原
付
・

年
三
月
一

線
　

地
の
三
先
（
フ
ァ
ミ
　

け
ん
引

一
日

リ
ー
マ
ー
ト
北
側
交
　

②
③
を
　

告
示
第
一

差
点
）
か
ら
南
巨
摩
　

除
く
。

六
号

郡
増
穂
町
長
沢
一
、

）

一
七
七
番
地
の
一
先

（
町
道
と
の
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

一
、
四
　
町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
　
五
四
〇

車
両
（

五
〇
　
鰍
沢
　
平
成
二
四

四
七
　

大
椚
二
六
四
番
地
一
　

原
付
・
　

年
三
月
二

先
（
大
椚
交
差
点
）

け
ん
引
　

九
日

か
ら
南
巨
摩
郡
富
士
　

①
②
③
　

告
示
第
三

川
町
長
澤
一
、
〇
一
　

を
除
く
　

二
号

八
番
地
先
（
長
沢
下

。）

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
四
　
町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
　
一
、
八
七
〇
　
車
両
（

五
〇
　
鰍
沢
　
平
成
二
四

四
八
　

青
柳
町
二
、
三
九
五

原
付
・
　

年
三
月
二

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
三



番
地
二
先
（
県
営
住

け
ん
引
　

九
日

宅
鰍
沢
北
部
団
地
西
　

①
②
③
　

告
示
第
三

側
十
字
路
交
差
点
）

を
除
く
　

二
号

か
ら
南
巨
摩
郡
富
士
　

。）

川
町
長
澤
一
、
一
七

七
番
地
先
（
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「

一
、
四
　
町
　
道
　
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
小
　
九
三
〇

車
両

四
〇

小
笠
　
平
九
・
一

五
二
　

櫛
形
一
　
笠
原
六
二
五
番
地
先

（
原
付

原
　

一
・
一
七

五
号
線
　
（
大
木
今
朝
雄
方
西
　

・
け
ん
　

告
示

側
交
差
点
）
か
ら
中
　

引
②
③
　

第
五
五
号

巨
摩
郡
櫛
形
町
平
岡
　

を
除
く

二
、
六
〇
九
番
地
の
　

。）

一
先
（
河
野
寅
重
方

北
側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
四
　
市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
　
一
、
六
七
〇
　
車
両
（

五
〇
　
南
ア
　
平
成
二
四

五
二
　

原
三
六
五
番
地
先
（

原
付
・

ル
プ
　
年
三
月
二

小
笠
原
橋
南
詰
十
字
　

け
ん
引

ス
　

九
日

路
交
差
点
）
か
ら
南
　

①
②
③
　

告
示
第
三

ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
　

を
除
く
　

二
号

二
、
六
〇
六
番
地
先
　

。）

（
大
神
山
橋
南
詰
十

字
路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「

一
、
四
　
町
　
道
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
　
三
五
〇

車
　
両

四
〇

鰍
沢
　
平
一
一
・

九
〇
　

青
柳
長
　
沢
二
、
〇
〇
九
番
地
　

（
原
付
　

一
一
・
八

沢
線
　

先
（
金
丸
冷
蔵
庫
製
　

・
け
ん
　

告
示

作
所
北
東
方
町
道
甲

引
②
③
　

第
四
二
号

西
増
穂
線
と
の
十
字
　

を
除
く

路
交
差
点
）
か
ら
南
　

。）

巨
摩
郡
増
穂
町
長
沢

五
八
六
番
地
の
一
〇

先
（
福
祉
橋
南
詰
）

ま
で
の
両
側

」

を「

一
、
四
　
町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町

四
七
〇

車
両（

五
〇

鰍
沢

平
成
二
四

九
〇
　

長
澤
二
、
〇
一
一
番
　

原
付
・
　

年
三
月
二

地
先
（
長
沢
新
東
橋
　

け
ん
引
　

九
日

南
詰
）
か
ら
南
巨
摩
　

①
②
③
　

告
示
第
三

郡
富
士
川
町
長
澤
五
　

を
除
く
　

二
号

九
二
番
地
四
先
（
福
　

。）

祉
橋
南
詰
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

一
、
五
　
県
道
甲
　
甲
斐
市
西
八
幡
二
、

六
四
〇
　

車
両
（

四
〇
　
韮
崎
　
平
成
一
九

〇
七
　

斐
中
央
　
五
四
九
番
地
一
先
（

原
付
・
　

年
一
二
月

線
　

玉
幡
小
学
校
入
口
交
　

け
ん
引
　

一
三
日

差
点
）
か
ら
甲
斐
市
　

②
③
を
　

告
示
第
一

西
八
幡
三
、
六
六
八
　

除
く
。

一
七
号

番
地
先
（
竜
王
西
小
　

）

学
校
北
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
四



を「

一
、
五
　
削
除
　

韮
崎

平
成
二
四

〇
七
　

年
三
月
二

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

一
、
五
　
県
　
道
　
甲
府
市
東
光
寺
三
丁
　
一
、
七
五
〇
　
車
　
両
　
五
〇
　
甲
府
　
平
成
一
三

一
九
　

甲
府
敷
　
目
一
三
番
二
五
号
先
　

（
原
付
　

年
三
月
一

島
韮
崎
　
（
善
光
寺
交
差
点
）

・
け
ん
　

日

線
　

か
ら
　

引
①
②
　

告
示
第
九

甲
府
市
横
根
町
一
三
　

③
を
除
　

号

番
地
の
六
先
（
横
根
　

く
。）

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

一
、
五
　
県
道
甲
　
甲
府
市
横
根
町
一
三
　
二
、
二
二
〇
　
車
両
（

五
〇
　
甲
府
　
平
成
二
四

一
九
　

府
韮
崎
　
番
地
六
先
（
横
根
交
　

原
付
・
　

年
三
月
二

線
　

差
点
）
か
ら
甲
府
市
　

け
ん
引
　

九
日

東
光
寺
三
丁
目
七
番
　

①
②
③
　

告
示
第
三

三
七
号
先
（
こ
ど
も
　

を
除
く
　

二
号

の
国
入
口
交
差
点
）

。）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
五
　
町
道
舂
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
長
　
一
、
二
〇
〇
　
車
両
（

四
〇
　
鰍
沢
　
平
成
一
五

八
九
　

米
小
林
　
沢
二
、
一
六
〇
番
地
　

原
付
・
　

年
一
二
月

二
号
線
　
先
（
長
沢
東
交
差
点
　

け
ん
引
　

一
八
日

）
か
ら
南
巨
摩
郡
増
　

②
③
を
　

告
示
第
八

穂
町
小
林
八
五
二
番
　

除
く
。

八
号

地
の
一
先
ま
で
の
両
　

）

側

」

を「

一
、
五
　
削
除
　

鰍
沢
　
平
成
二
四

八
九
　

年
三
月
二

九
日

告
示
第
三

二
号

」

に
、

「

一
、
六
　
広
域
農
　
笛
吹
市
八
代
町
米
倉
　
三
、
〇
七
五
　
車
両
（

四
〇
　
笛
吹
　
平
成
一
九

六
〇
　

道
金
川
　
六
八
七
番
地
の
一
先
　

原
付
・
　

年
一
二
月

曽
根
線
　
（
米
倉
橋
南
交
差
点
　

け
ん
引
　

一
三
日

）
か
ら
笛
吹
市
境
川
　

②
③
を
　

告
示
第
一

町
藤
垈
四
、
八
四
四
　

除
く
。

一
七
号

番
地
の
二
先
（
金
刀
　

）

比
羅
橋
北
詰
）
ま
で

の
両
側

」

を「

一
、
六
　
広
域
農
　
笛
吹
市
八
代
町
米
倉
　
五
、
〇
〇
五
　
車
両
（

四
〇
　
南
甲
　
平
成
二
四

六
〇
　

道
金
川
　
六
八
七
番
地
一
先
（

原
付
・
　

府

年
三
月
二

曽
根
線
　
米
倉
橋
南
交
差
点
）

け
ん
引

笛
吹

九
日

か
ら
甲
府
市
心
経
寺

②
③
を
　

告
示
第
三

町
一
、
一
五
五
番
地
　

除
く
。

二
号

先
（
心
経
寺
橋
南
詰
　

）

）
ま
で
の
両
側

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
五



に
、

「

一
、
六
　
県
道
茅
　
韮
崎
市
穴
山
町
二
、

四
、
四
六
〇
　
車
両
（

四
〇
　
韮
崎
　
平
成
二
〇

六
四
　

野
北
杜
　
五
〇
一
番
地
先
か
ら

原
付
・
　

年
八
月
一

韮
崎
線
　
韮
崎
市
水
神
二
丁
目
　

け
ん
引
　

一
日

二
番
一
号
先
（
村
松
　

②
③
を
　

告
示
第
一

石
材
工
業
南
側
交
差
　

除
く
。

〇
〇
号

点
）
ま
で
の
両
側
　

）

」

を「

一
、
六
　
県
道
茅
　
韮
崎
市
穴
山
町
二
、

四
、
二
五
二
　
車
両
（

四
〇
　
韮
崎
　
平
成
二
四

六
四
　

野
北
杜
　
五
〇
一
番
地
先
（
市
　

原
付
・
　

年
三
月
二

韮
崎
線
　
道
と
の
三
差
路
交
差
　

け
ん
引
　

九
日

点
）
か
ら
韮
崎
市
水
　

②
③
を
　

告
示
第
三

神
二
丁
目
二
番
一
号
　

除
く
。

二
号

先
（
市
道
と
の
三
差
　

）

路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

一
、
六
　
国
道
一
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
二
、
五
八
〇
　
車
両
（

四
〇
　
富
士
　
平
成
二
三

八
八
　

三
七
号

湖
町
河
口
二
、
四
六
　

原
付
・

吉
田
　
年
一
月
三

八
番
地
八
先
（
旧
国
　

け
ん
引
　

一
日

道
一
三
七
号
と
の
分
　

②
③
を
　

告
示
第
一

岐
点
）
か
ら
南
都
留
　

除
く
。

一
号

郡
富
士
河
口
湖
町
河
　

）

口
二
、
七
四
六
番
地

先
（
河
口
湖
美
術
館

前
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

を

「

一
、
六
　
町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
　
八
九
〇
　

車
両
（

四
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

八
八
　

湖
町
河
口
一
八
八
番

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

地
先
（
寺
川
橋
北
詰
　

け
ん
引
　

九
日

）
か
ら
南
都
留
郡
富
　

②
③
を
　

告
示
第
三

士
河
口
湖
町
河
口
二
　

除
く
。

二
号

、
七
四
六
番
地
先
（

）

河
口
湖
美
術
館
前
交
　

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
七
　
県
道
四
　
都
留
市
朝
日
馬
場
三
　
一
、
七
三
五
　
車
両
（

四
〇
　
大
月
　
平
成
二
四

〇
四
　

日
市
場
　
〇
四
番
地
先
（
盛
里

原
付
・
　

年
二
月
一

上
野
原
　
警
察
官
駐
在
所
前
）

け
ん
引
　

六
日

線
　

か
ら
都
留
市
朝
日
曽
　

②
③
を
　

告
示
第
一

雌
三
一
二
番
地
先
（

除
く
。

六
号

落
合
橋
東
詰
）
ま
で
　

）

の
両
側

」

を「

一
、
七
　
県
道
四
　
都
留
市
朝
日
馬
場
三
　
一
、
七
三
五
　
車
両
（

四
〇
　
大
月
　
平
成
二
四

〇
四
　

日
市
場
　
〇
四
番
地
先
（
盛
里

原
付
・
　

年
二
月
一

上
野
原
　
警
察
官
駐
在
所
前
）

け
ん
引
　

六
日

線
　

か
ら
都
留
市
朝
日
曽
　

②
③
を
　

告
示
第
一

雌
三
一
二
番
地
先（

除
く
。

六
号

落
合
橋
東
詰
）
ま
で

）

の
両
側

一
、
七
　
県
道
甲
　
甲
斐
市
竜
王
一
、
三
　
二
、
六
一
五
　
車
両
（

五
〇
　
南
ア
　
平
成
二
四

〇
五
　

斐
芦
安
　
三
五
番
地
四
先
（
竜
　

原
付
・

ル
プ

年
三
月
二

線
　

王
立
体
交
差
点
）
か
　

け
ん
引

ス
　

九
日

ら
南
ア
ル
プ
ス
市
野
　

①
②
③

韮
崎
　
告
示
第
三

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
六



牛
島
一
、
八
四
五
番
　

を
除
く
　

二
号

地
先
（
野
牛
島
交
差
　

。）

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
七
　
市
道

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
　
八
七
三

車
両
（

四
〇
　
韮
崎
　
平
成
二
四

〇
六
　

條
八
八
五
番
地
一
先

原
付
・
　

年
三
月
二

（
韮
崎
中
央
公
園
南
　

け
ん
引
　

九
日

東
角
交
差
点
）
か
ら
　

②
③
を
　

告
示
第
三

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
　

除
く
。

二
号

條
一
、
〇
七
四
番
地
　

）

先
（
旧
ル
ー
プ
橋
北

側
）
ま
で
の
両
側

一
、
七
　
県
道
甲
　
笛
吹
市
石
和
町
小
石
　
一
、
七
九
〇
　
車
両
（

五
〇
　
笛
吹
　
平
成
二
四

〇
七
　

府
笛
吹
　
和
二
八
九
番
地
一
先

原
付
・
　

年
三
月
二

線

（
蛍
見
橋
西
詰
交
差
　

け
ん
引
　

九
日

点
）
か
ら
笛
吹
市
八
　

①
②
③
　

告
示
第
三

代
町
南
八
七
九
番
地
　

を
除
く
　

二
号

七
先
（
八
代
南
交
差
　

。）

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
七
　
県
道
白
　
笛
吹
市
八
代
町
南
八
　
二
、
七
八
〇
　
車
両
（

四
〇
　
笛
吹
　
平
成
二
四

〇
八
　

井
甲
州
　
八
九
番
地
一
先
（
八
　

原
付
・
　

年
三
月
二

線
　

代
南
交
差
点
）
か
ら
　

け
ん
引
　

九
日

笛
吹
市
御
坂
町
栗
合
　

②
③
を
　

告
示
第
三

一
六
一
番
地
一
先
（

除
く
。

二
号

栗
合
交
差
点
）
ま
で
　

）

の
両
側

一
、
七
　
県
道
富
　
南
都
留
郡
鳴
沢
村
八
　
九
、
九
二
〇
　
車
両
（

五
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

〇
九

士
宮
鳴
　
、
五
三
二
番
地
二
三

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

沢
線
　

先
（
ひ
ば
り
ヶ
丘
交
　

け
ん
引
　

九
日

差
点
）
か
ら
南
都
留
　

①
②
③
　

告
示
第
三

郡
富
士
河
口
湖
町
富
　

を
除
く
　

二
号

士
ヶ
嶺
一
、
二
二
五
　

。）

番
地
先
（
豊
茂
小
学

校
東
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

一
、
七
　
町
道
船
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
　
三
、
七
一
〇
　
車
両
（

五
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

一
〇
　

津
登
山
　
湖
町
船
津
六
、
八
三

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

道
　

九
番
地
二
先
（
ス
テ

け
ん
引
　

九
日

ラ
シ
ア
タ
ー
入
口
交
　

①
②
③
　

告
示
第
三

差
点
）
か
ら
南
都
留
　

を
除
く
　

二
号

郡
富
士
河
口
湖
町
船
　

。）

津
六
、
六
六
二
番
地

一
三
先
（
林
道
剣
丸

尾
線
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両
側

一
、
七
　
町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
　
四
七
〇

車
両
（

四
〇

富
士
　
平
成
二
四

一
一
　

湖
町
河
口
二
、
四
六

原
付
・

吉
田
　
年
三
月
二

八
番
地
一
七
先
（
国
　

け
ん
引
　

九
日

道
一
三
七
号
と
の
丁
　

②
③
を
　

告
示
第
三

字
路
交
差
点
）
か
ら
　

除
く
。

二
号

南
都
留
郡
富
士
河
口
　

）

湖
町
河
口
一
、
三
七

六
番
地
先
（
西
川
橋

南
詰
）
ま
で
の
両
側

一
、
七
　
県
道
四
　
上
野
原
市
鶴
島
三
、

七
五
〇

車
両
（

四
〇
　
上
野
　
平
成
二
四

一
二
　

日
市
場
　
四
二
五
番
地
先
（
新

原
付
・

原
　

年
三
月
二

上
野
原
　
天
神
ト
ン
ネ
ル
北
側
　

け
ん
引
　

九
日

線
　

丁
字
路
交
差
点
）
か
　

②
③
を
　

告
示
第
三

ら
上
野
原
市
鶴
島
四
　

除
く
。

二
号

、
五
一
五
番
地
先
（

）

新
天
神
ト
ン
ネ
ル
南

側
丁
字
路
交
差
点
）

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
七



ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
十
四
の
二
　
最
高
速
度
（
区
域
）
の
指
定

番
号
●
道
路
名
●
区
域
●
●
●
●
●
延
長
（
メ
ー
●
面
積
（
●
対
象
●
最
高
●
管
轄
●
告
示
年
月

ト
ル
）

ヘ
ク
タ
　

速
度
　
警
察
　
日

ー
ル
）

（
キ
　
署
　

番
号

ロ
メ

ー
ト

ル
毎

時
）

一

県
道
富

南
都
留
郡
富
士

一
、
六
七
〇
　
二
七
・
　
車
両

三
〇
　
富
士
　
平
成
二
四

士
河
口
　
河
口
湖
町
河
口

四
五

（
け

吉
田

年
三
月
二

湖
精
進
　
一
、
三
七
六
番

ん
引
　

九
日

線
　

地
先
（
西
川
橋

③
を
　

告
示
第
三

町
道
　

南
詰
）
及
び
南

除
く
　

二
号

都
留
郡
富
士
河
　

。）

口
湖
町
河
口
一

八
八
番
地
先
（

寺
川
橋
北
詰
）

並
び
に
南
都
留

郡
富
士
河
口
湖

町
河
口
一
、
六

六
二
番
地
先
（

丁
字
路
交
差
点

）
の
県
道
富
士

河
口
湖
精
進
線

及
び
町
道
に
囲

ま
れ
た
区
域
内

の
全
て
の
道
路

別
表
第
十
五
中

「

三
一

国
道
二
　
甲
斐
市
下
今
井
三
、
〇
　
七
六
〇
　

車
両
　
終
日
　
韮
崎
　
平
成
二
二

〇
号
　

〇
一
番
地
先
（
甲
州
ほ
　

年
一
一
月

う
と
う
小
作
双
葉
バ
イ
　

一
五
日

パ
ス
店
前
）
か
ら
甲
斐
　

告
示
第
一

市
下
今
井
三
、
四
八
八
　

一
六
号

番
地
一
先
（
ホ
テ
ル
エ

リ
ー
ゼ
）
ま
で
の
両
側

」

を「

三
一
　

国
道
二
　
甲
斐
市
下
今
井
三
、
〇
　
五
四
〇
　

車
両
　
終
日
　
韮
崎
　
平
成
二
四

〇
号
　

五
八
番
地
四
先
（
南
原
　

年
三
月
二

交
差
点
）
か
ら
甲
斐
市
　

九
日

下
今
井
三
、
四
八
八
番
　

告
示
第
三

地
一
先
（
中
部
横
断
自
　

二
号

動
車
道
立
体
交
差
部
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「

三
九
一
●
県
道
茅
●
韮
崎
市
水
神
二
丁
目
一
●
八
、
七
六
〇
●
車
両
●
終
日

韮
崎
●
平
成
二
〇

野
北
杜
　
〇
番
先
（
ト
ン
ネ
ル
東
　

北
杜
　
年
八
月
一

韮
崎
線
　
口
）
か
ら
北
杜
市
須
玉
　

一
日

町
若
神
子
新
町
二
七
五
　

告
示
第
一

番
地
先
ま
で
の
両
側
　

〇
〇
号

」

を「

三
九
一
　
県
道
茅
　
韮
崎
市
水
神
二
丁
目
一
　
八
、
五
五
二
　
車
両
　
終
日
　
韮
崎
　
平
成
二
四

野
北
杜
　
〇
番
先
（
市
道
と
の
丁
　

北
杜
　
年
三
月
二

韮
崎
線
　
字
路
交
差
点
）
か
ら
北
　

九
日

杜
市
須
玉
町
若
神
子
新
　

告
示
第
三

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
八



町
二
七
五
番
地
先
（
市
　

二
号

道
と
の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「

四
七
五
　
国
道
一

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
　
二
、
五
八
〇
　
車
両
　
終
日

富
士
　
平
成
二
三

三
七
号
　
町
河
口
二
、
四
六
八
番
　

吉
田
　
年
一
月
三

地
八
先
（
旧
国
道
一
三
　

一
日

七
号
と
の
分
岐
点
）
か
　

告
示
第
一

ら
南
都
留
郡
富
士
河
口
　

一
号

湖
町
河
口
二
、
七
四
六

番
地
先
（
河
口
湖
美
術

館
前
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

を「

四
七
五
　
町
道
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
　
八
九
〇
　

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
二
四

町
河
口
一
八
八
番
地
先
　

吉
田
　
年
三
月
二

（
寺
川
橋
北
詰
）
か
ら
　

九
日

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
　

告
示
第
三

町
河
口
二
、
七
四
六
番
　

二
号

地
先
（
河
口
湖
美
術
館

前
交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「

四
七
七
　
茅
ヶ
岳
　
韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
　
二
、
七
七
九
　
車
両
　
終
日
　
韮
崎

平
成
二
四

東
部
広
　
五
七
八
番
地
一
先
（
県
　

年
二
月
二

域
農
道
　
道
島
上
条
宮
久
保
絵
見
　

日

韮
崎
双
　
堂
線
と
茅
ヶ
岳
東
部
広
　

告
示
第
一

葉
幹
線
　
域
農
道
と
の
丁
字
路
交
　

〇
号

農
道
　

差
点
）
か
ら
韮
崎
市
穂

農
道
一
　
坂
町
宮
久
保
四
、
三
九

八
号
　

三
番
地
一
先
（
市
道
と

農
道
一
八
号
と
の
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

四
七
七
　
茅
ヶ
岳
　
韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
　
二
、
七
七
九
　
車
両
　
終
日
　
韮
崎

平
成
二
四

東
部
広
　
五
七
八
番
地
一
先
（
県
　

年
二
月
二

域
農
道
　
道
島
上
条
宮
久
保
絵
見
　

日

韮
崎
双
　
堂
線
と
茅
ヶ
岳
東
部
広
　

告
示
第
一

葉
幹
線
　
域
農
道
と
の
丁
字
路
交
　

〇
号

農
道
　

差
点
）
か
ら
韮
崎
市
穂

農
道
一
　
坂
町
宮
久
保
四
、
三
九

八
号
　

三
番
地
一
先
（
市
道
と

農
道
一
八
号
と
の
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で
の
両

側

四
七
八
　
市
道
　

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
　
八
七
三
　

車
両
　
終
日
　
韮
崎
　
平
成
二
四

八
八
五
番
地
一
先
（
韮
　

年
三
月
二

崎
中
央
公
園
南
東
角
交
　

九
日

差
点
）
か
ら
韮
崎
市
藤
　

告
示
第
三

井
町
南
下
條
一
、
〇
七
　

二
号

四
番
地
先
（
旧
ル
ー
プ

橋
北
側
）
ま
で
の
両
側

四
七
九
　
町
道
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
　
四
七
〇
　

車
両
　
終
日
　
富
士
　
平
成
二
四

町
河
口
二
、
四
六
八
番
　

吉
田
　
年
三
月
二

地
一
七
先
（
国
道
一
三
　

九
日

七
号
と
の
丁
字
路
交
差
　

告
示
第
三

点
）
か
ら
南
都
留
郡
富
　

二
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
九



士
河
口
湖
町
河
口
一
、

三
七
六
番
地
先
（
西
川

橋
南
詰
）
ま
で
の
両
側

四
八
〇
　
県
道
四

上
野
原
市
鶴
島
三
、
四
　
七
五
〇
　

車
両
　
終
日
　
上
野
　
平
成
二
四

日
市
場
　
二
五
番
地
先
（
新
天
神
　

原
　

年
三
月
二

上
野
原
　
ト
ン
ネ
ル
北
側
丁
字
路
　

九
日

線
　

交
差
点
）
か
ら
上
野
原
　

告
示
第
三

市
鶴
島
四
、
五
一
五
番
　

二
号

地
先
（
新
天
神
ト
ン
ネ

ル
南
側
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「

二
、
九
九
〇
　

町
　
道
　
北
巨
摩
郡
長
坂
町
長
坂
上
条
二
、
二
　
長
　
坂

五
三
・
七
・
二
〇

日
野
春
　
三
三
番
地
（
甲
府
家
畜
診
療
所
峡
北
　

三
一
号

六
五
号
　
出
張
所
北
側
）

線

」

を「

二
、
九
九
〇
　

市
道
　

北
杜
市
長
坂
町
長
坂
上
条
一
、
六
〇

北
杜
　

平
成
二
四
年
三
月

三
番
地
一
先
（
市
道
同
士
の
三
差
路
　

二
九
日

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

三
、
五
三
九

町
　
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
二
、
二

南
甲
府
　
五
四
・
六
・
一

七
七
番
地
磯
部
玉
雄
方
東
側
　

二
八
号

」

を「

三
、
五
三
九
　

県
道
甲
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
二
、
二

南
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

斐
中
央
　
四
三
番
地
先
（
三
差
路
交
差
点
・
東
　

二
九
日

線
　

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

四
、
二
一
二
　

市
　
道
　
甲
府
市
千
塚
三
丁
目
七
番
一
八
号
先
　
甲
　
府

五
五
・
一
〇
・
六

水
道
々
　
栗
田
俊
夫
方
北
側
（
西
進
す
る
車
両
　

四
一
号

路
　

）

」

を「

四
、
二
一
二
　

市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
七
番
一
六
号
先
　
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
と
甲
府
水
道
道
と
の
十
字
路
　

二
九
日

交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

四
、
二
一
四

市
　
道

甲
府
市
千
塚
五
丁
目
二
、
六
四
五
番
　
甲
　
府

五
五
・
一
〇
・
六

地
の
一
先
森
沢
玉
雄
方
所
有
畑
南
側
　

四
一
号

（
東
進
す
る
車
両
）

」

を「

四
、
二
一
四
　
　
市
道
　
　
甲
府
市
千
塚
三
丁
目
七
番
一
八
号
先
　
甲
府

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
と
甲
府
水
道
道
と
の
十
字
路

二
九
日

交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

四
、
四
四
一
　
　
市
　
道
　
甲
府
市
宝
二
丁
目
二
七
番
一
四
号
先

甲
　
府
　
五
五
・
一
二
・
一

宝
仏
具
店
北
側

二

（
西
進
す
る
車
両
）

五
九
号

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇



を「

四
、
四
四
一
　
　
削
除

甲
府

平
成
二
四
年
三
月

二
九
日

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

五
、
〇
〇
五
　
　
市
　
道
　
甲
府
市
北
新
一
丁
目
五
番
（
市
立
北

甲
　
府
　
五
六
・
一
二
・
七

新
小
学
校
グ
ラ
ン
ド
南
東
角
）

五
九
号

」

を「

五
、
〇
〇
五
　

市
道
　

甲
府
市
北
新
一
丁
目
五
番
一
号
先（

甲
府

平
成
二
四
年
三
月

市
立
北
新
小
学
校
北
東
角
丁
字
路
交
　

二
九
日

差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

九
、
九
六
三
　

耕
作
道
　
東
八
代
郡
八
代
町
岡
二
、
一
四
四
番

石
　
和
　
平
成
一
二
年
一
一

路
第
四
　
地
先
　

月
一
三
日

一
号
線
　
（
町
道
四
四
四
号
線
と
の
丁
字
路
交
　

告
示
第
四
四
号

差
点
西
側
・
東
進
車
両
）

」

を「

九
、
九
六
三
　

農
道
　

笛
吹
市
八
代
町
岡
二
、
一
五
三
番
地
　
笛
吹

平
成
二
四
年
三
月

先
（
四
ツ
沢
大
橋
西
詰
十
字
路
交
差
　

二
九
日

点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

一
〇
、
六
六
六
　
町
道
南
　
北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
二
、
九
九
　
韮
崎

平
成
一
五
年
一
二

原
線
　

九
番
地
先
（
場
外
車
券
場
南
側
国
道
　

月
一
八
日

と
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
八
八
号

」

を「

一
〇
、
六
六
六
　
市
道
　

甲
斐
市
下
今
井
二
、
九
九
九
番
地
先

韮
崎

平
成
二
四
年
三
月

（
国
道
二
〇
号
と
転
回
路
と
の
交
差
　

二
九
日

点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

一
〇
、
六
九
三
　
市
道
　

都
留
市
上
谷
四
丁
目
一
番
一
号
先
（

都
留
　

平
成
一
五
年
一
二

山
口
文
三
方
東
側
・
北
進
車
両
）

月
一
八
日

告
示
第
八
八
号

」

を「

一
〇
、
六
九
三
　
市
道
　

都
留
市
上
谷
四
丁
目
一
番
二
四
号
先
　
大
月
　

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

」

に
、

「

一
一
、
六
〇
七
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
七
五
七
番
地
先
（
沢
戸
　
大
月
　

平
成
二
四
年
二
月

橋
西
詰
南
東
側
丁
字
路
交
差
点
・
東
　

一
六
日

進
車
両
）

告
示
第
一
六
号

」

を「

一
一
、
六
〇
七
　
市
道
　

都
留
市
井
倉
七
五
七
番
地
先
（
沢
戸
　
大
月
　

平
成
二
四
年
二
月

橋
西
詰
南
東
側
丁
字
路
交
差
点
・
東
　

一
六
日

進
車
両
）

告
示
第
一
六
号

一
一
、
六
〇
八
　
市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
三
番
四
四
号
先
　
甲
府
　

平
成
二
四
年
三
月

（
県
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
と
の
十
　

二
九
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一



字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
〇
九
　
市
道

甲
府
市
千
塚
一
丁
目
三
番
二
四
号
先
　
甲
府
　

平
成
二
四
年
三
月

（
県
道
甲
府
韮
崎
線
と
市
道
と
の
十

二
九
日

字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
〇
　
市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
三
番
一
三
号
先
　
甲
府
　

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
西

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
一
　
市
道
　

甲
府
市
千
塚
三
丁
目
八
番
四
〇
号
先
　
甲
府
　

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
東

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
二
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
六
〇
九
番
地
先

南
ア
ル
　
平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
南

プ
ス
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
三
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
九
九
番
地
一
先
　
南
ア
ル

平
成
二
四
年
三
月

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
北
　
プ
ス
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
四
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
七
六
八
番
地
一
　
南
ア
ル

平
成
二
四
年
三
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
　
プ
ス
　

二
九
日

東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
五
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
七
七
〇
番
地
一

南
ア
ル

平
成
二
四
年
三
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
　
プ
ス
　

二
九
日

西
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
六
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
七
三
七
番
地
一
　
南
ア
ル

平
成
二
四
年
三
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
　
プ
ス
　

二
九
日

東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
七
　
市
道
　

南
ア
ル
プ
ス
市
沢
登
七
三
七
番
地
一
　
南
ア
ル
　
平
成
二
四
年
三
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
・
　
プ
ス
　

二
九
日

西
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
八
　
市
道
　

甲
斐
市
下
今
井
二
、
九
九
九
番
地
先
　
韮
崎
　

平
成
二
四
年
三
月

（
転
回
路
と
市
道
と
の
交
差
点
・
西
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
一
九
　
市
道
　

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
八
八
五
番
地
　
韮
崎
　

平
成
二
四
年
三
月

一
先
（
韮
崎
中
央
公
園
南
東
角
十
字
　

二
九
日

路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
二
〇
　
市
道
　

笛
吹
市
八
代
町
大
間
田
一
五
〇
番
地
　
笛
吹
　

平
成
二
四
年
三
月

先
（
五
差
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

二
九
日

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
二
一
　
農
道
　

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
五
八
〇
番
地
先
　
笛
吹
　

平
成
二
四
年
三
月

（
東
八
中
央
農
免
農
道
と
県
道
笛
吹
　

二
九
日

市
川
三
郷
線
と
の
交
差
点
・
東
進
車
　

告
示
第
三
二
号

両
）

一
一
、
六
二
二
　
農
道
　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
三
、
一
五
四
番
地
　
富
士
吉

平
成
二
四
年
三
月

先
（
村
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
　
田
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
二
三
　
農
道
　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
二
、
五
七
九
番
地
　
富
士
吉
　
平
成
二
四
年
三
月

先
（
村
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
　
田
　

二
九
日

進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
二
四
　
村
道
　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
二
、
五
三
二
番
地
　
富
士
吉

平
成
二
四
年
三
月

四
先
（
村
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・

田
　

二
九
日

南
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

一
一
、
六
二
五
　
県
道
四
　
上
野
原
市
鶴
島
三
、
四
二
五
番
地
先
　
上
野
原

平
成
二
四
年
三
月

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
二



日
市
場
　
（
新
天
神
ト
ン
ネ
ル
北
側
丁
字
路
交
　

二
九
日

上
野
原
　
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

線

一
一
、
六
二
六
　
県
道
四
　
上
野
原
市
鶴
島
四
、
五
一
五
番
地
先
　
上
野
原

平
成
二
四
年
三
月

日
市
場
　
（
新
天
神
ト
ン
ネ
ル
南
側
丁
字
路
交
　

二
九
日

上
野
原

差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
三
二
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「

三
四
八
　
　
　
県
道
茅
　
北
杜
市
小
淵
沢
町
　
二
二
、
〇
八
　
車
両
　
終
日

韮
崎
　
平
成
二
〇

野
北
杜

上
笹
尾
二
、
五
五

五

北
杜

年
八
月
一

韮
崎
線

五
番
地
の
一
先
か

一
日

ら
韮
崎
市
水
神
二

告
示
第
一

丁
目
二
番
一
号
先

〇
〇
号

（
村
松
石
材
工
業

南
側
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「

三
四
八
　

県
道
茅
　
北
杜
市
小
淵
沢
町
　
二
〇
、
六
二
　
車
両
　
終
日

韮
崎

平
成
二
四

野
北
杜
　
上
笹
尾
九
〇
〇
番
　
七
　

北
杜

年
三
月
二

韮
崎
線
　
地
一
先
（
上
笹
尾
　

九
日

公
民
館
南
側
十
字
　

告
示
第
三

路
交
差
点
）
か
ら
　

二
号

韮
崎
市
水
神
二
丁

目
二
番
一
号
先
（

市
道
と
の
三
差
路

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
、

「

七
〇
八
　

市
　
道
　
甲
府
市
北
新
一
丁

三
二
四
　

車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
一
〇
・

北
新
一
　
目
一
番
一
四
号
先
　

三
・
五

号
線

（
甲
府
財
務
事
務
　

告
示

所
か
わ
せ
み
寮
北
　

第
一
三
号

東
交
差
点
）
か
ら

甲
府
市
北
新
一
丁

目
三
番
先
（
市
営

竜
雲
荘
六
号
館
東

側
）
ま
で
の
両
側

」

を「

七
〇
八
　

市
道
　

甲
府
市
北
新
一
丁
　
一
五
五
　

車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
成
二
四

目
一
番
二
三
号
先
　

年
三
月
二

（
北
新
保
育
所
北
　

九
日

西
角
丁
字
路
交
差
　

告
示
第
三

点
）
か
ら
甲
府
市
　

二
号

北
新
一
丁
目
一
番

一
三
号
先
（
甲
府

財
務
事
務
所
か
わ

せ
み
寮
北
東
角
丁

字
路
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
三
六
六

市
道

甲
府
市
上
曽
根
町

三
五
五

車
両
　
終
日
　
南
甲

平
成
二
三

一
、
八
一
二
番
地
　

府
　

年
一
二
月

一
先
（
国
道
一
四
　

一
五
日

〇
号
と
市
道
と
の
　

告
示
第
一

丁
字
路
交
差
点
）

二
四
号

か
ら
甲
府
市
上
曽

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
三



根
町
一
、
八
九
七

番
地
先
（
県
道
甲

府
精
進
湖
線
と
市

道
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「

一
、
三
六
六
　
市
道
　

甲
府
市
上
曽
根
町
　
三
五
五
　

車
両
　
終
日
　
南
甲
　
平
成
二
三

一
、
八
一
二
番
地
　

府
　

年
一
二
月

一
先
（
国
道
一
四
　

一
五
日

〇
号
と
市
道
と
の
　

告
示
第
一

丁
字
路
交
差
点
）

二
四
号

か
ら
甲
府
市
上
曽

根
町
一
、
八
九
七

番
地
先
（
県
道
甲

府
精
進
湖
線
と
市

道
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
三
六
七
　
市
道
　

甲
府
市
北
新
一
丁
　
一
二
〇
　

車
両
　
終
日
　
甲
府
　
平
成
二
四

目
五
番
一
号
先
（

年
三
月
二

北
新
小
学
校
北
東
　

九
日

角
丁
字
路
交
差
点
　

告
示
第
三

）
か
ら
甲
府
市
北
　

二
号

新
一
丁
目
五
番
一

号
先
（
北
新
小
学

校
北
西
角
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
三
六
八
　
市
道
　

韮
崎
市
藤
井
町
南
　
八
七
三
　

車
両
　
終
日
　
韮
崎
　
平
成
二
四

下
條
八
八
五
番
地
　

年
三
月
二

一
先
（
韮
崎
中
央
　

九
日

公
園
南
東
角
交
差
　

告
示
第
三

点
）
か
ら
韮
崎
市
　

二
号

藤
井
町
南
下
條
一

、
〇
七
四
番
地
先

（
旧
ル
ー
プ
橋
北

側
）
ま
で
の
両
側

一
、
三
六
九
　
市
道
　

北
杜
市
小
淵
沢
町
　
一
、
二
五
〇

車
両
　
終
日
　
北
杜
　
平
成
二
四

上
笹
尾
二
、
五
五
　

年
三
月
二

六
番
地
一
先
（
Ｊ
　

九
日

Ａ
梨
北
小
淵
沢
支
　

告
示
第
三

所
前
交
差
点
）
か
　

二
号

ら
北
杜
市
小
淵
沢

町
上
笹
尾
九
〇
〇

番
地
一
先
（
上
笹

尾
公
民
館
南
側
十

字
路
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
五
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


